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保守サービス規約 

（Check Point Software Technologies 社製品） 

 

本規約は、お客様(以下「甲」という)に対し、丸紅情報システムズ株式会社（以下「乙」という）の提供する Check Point Software 

Technologies（以下「メーカー」という）製品の有償保守サービス(以下「保守サービス」という)内容および条件について定めたものです。 

 

第１条（目的） 

本規約は、甲または甲の顧客(以下「顧客」という)が使用する製品が正常かつ円滑に稼働するよう、甲が以下の条項に従い保守サービス

を乙に委託し、乙がこれを受託することを目的としております。なお、甲が保守サービスを乙に委託したことにより本規約に同意したものとみ

なします。 

 

第 2 条（対象物件） 

本規約に基づく保守サービスの対象となる Check Point製品は、以下に記載のとおりとします。 

対象製品： Quantum/Maestro/Smart-1 

 

第 3 条（定義） 

本規約にて使用する用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。 

① 「設置場所」とは、［保守要綱］で特定される機器の設置場所をいいます。 

② 「機器」とは、設置場所にて甲または顧客が使用する、［保守要綱］で特定される保守サービスの対象機器でハードウェアおよ

びソフトウェアの総称といいます。 

③ 「保守情報」とは、機器のシリアル番号、機器のソフトウェアバージョン、設定情報、設置場所、連絡先など保守サービスを行う上

で必要となる情報をいいます。 

 

第 4 条（保守サービスの範囲） 

本規約に基づく保守サービスはセンドバック保守、オンサイト保守サービス、別途、乙から送付する[保守要綱]のとおりとします。  

 

第 5 条（有効期間） 

1． 保守サービスの有効期間は［保守サービス証書］に定める期間のとおりとします。 

2． 保守サービスを更新する場合、前項の期間満了の一箇月以内までに乙発行の見積書に対する正式な発注を行うことを必要としま

す。 

3． 保守サービスの有効期間にかかわらず、乙は機器のメーカーの製造中止およびソフトウェアのサポート終了、または日本国内への輸入

が困難となった場合、保守サービス用部品の確保の都合上、甲と本規約の解約について協議できるものとします。 

 

第 6 条（保守サービス対応時間） 

本規約に基づく保守サービスの対応時間は、［保守要綱］に定めるとおりとします。 

 

第 7 条（保守サービス料金） 

本規約に基づく保守サービス料金は、乙発行の見積書に定めるとおりとします。また、期間を満了した後に、保守サービスに再加入する場

合の保守サービス料金については、当初の期間に遡って保守サービス料金が発生するものとします。 

 

第 8 条（支払条件） 

1． 甲は、本規約に基づく保守サービス料金および消費税額を乙、もしくは甲の注文先に遅延なく支払うものとします。なお、甲の注文先

から乙への入金があった時点で乙の支払いがあったものとみなします。なお、甲が途中解約した場合でも、本規約の保守サービス期間

分の保守料金の支払いを免れるものではないものとします。 

2． 消費税は第 7 条に基づき算定された料金毎に算定されるものとします。 
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3． 消費税額は、本規約の締結時に適用されている税率に基づき算定されたものであり、税率その他の改定やその他事由により消費税

額の算定方法に変更が生じた場合は、消費税額は変更されるものとします。 

 

第 9 条（除外事項） 

次の各号に関しては本規約に基づく保守サービスの範囲外とします。 

① 甲または顧客の機器使用操作上の誤りに起因する障害の修復。 

② 甲または顧客の故意、または重大なる過失に起因する障害の修復。 

③ 天災地変、その他甲、顧客、乙のいずれの責にも帰すことのできない事由による障害の修復。 

④ 甲または顧客の改造またはネットワークシステム変更に起因する障害の修復。 

⑤ 機器の増設、撤去、解体、移設等の作業。 

⑥ 機器の仕様変更等にともなう作業。 

⑦ 機器のソフトウェアまたはサービスパックの更新作業やインストール作業。 

⑧ ソフトウェアコードの修正、セキュリティポリシーの設定、監査、またはセキュリティ設計。 

⑨ パフォーマンス・チューニング/最適化/サイジング。 

⑩ セキュリティポリシーのチューニング/最適化。 

⑪ 公開済みの技術情報の入手または提供作業。 

⑫ ［保守要綱］に定める保守サービスでの対応時間帯以外の時間帯における受付と出動交換作業。 

⑬ 消耗部品の交換作業。 

⑭ 障害の切り分けが完了しない段階での機器と交換機器との予防交換。 

⑮ 障害の機器の設置場所での調査、障害切り分け作業。 

⑯ 機器内のデータに関する作業 

⑰ 顧客の要求による機器の改造、もしくは製造または設計要因による不具合の処置。 

⑱ 機器の日常の清掃、点検および運転。 

⑲ 乙の定める設置環境条件に反したことにより装置に生じた故障の修理。 

⑳ 乙の指定品以外の消耗品および記録媒体の使用または消耗品および記録媒体の保管不備により機器に生じた故障の修理。 

㉑  顧客または第三者による機器の不適切な使用または取扱いにより機器に生じた故障の修理。 

㉒  機器外部の電気作業および機器に関する回線接続のための立会い。 

㉓  メーカーサポート対象バージョン以外のバージョンに対する対応。 

㉓  Check Point が当該製品の販売またはサービス提供を終了した以降の対応。 

㉔  [保守要綱]で定める対応範囲外の事項 

㉕  本規約で明記されていない保守。 

 

第 10 条（設定データ等の事前退避） 

機器に設定されている諸データ（設定情報、IP アドレス等の基本情報、必要なログなど）は、保守サービスに先立ち、甲の責任において

機器以外の別の媒体に退避されているものとします。なお、乙は交換対象機器に残っているデータについては一切の責任を負わないものと

します。 

 

第 11 条（保守サービスに対する協力） 

甲は乙が保守サービスを円滑に行えるよう、次の各号に定める事項につき協力するものとします。 

① 甲は乙が保守サービスを実施するため設置場所に立ち入ることを認めるものとします。また乙が設置場所に立ち入るための手続

きは甲にて行うものとします。 

② 障害復旧に必須となる諸条件および現地復旧作業については、乙が別途提示する条件にもとづき甲は協力するものとします。 

③ 甲は乙が保守サービスの実施にあたり、必要とする諸データ（第１0条で事前に退避してあるデータ等）を提供するものとします。

なお、この諸データが提供されない場合は､交換機器を元の機器と同じ状態にした交換ができないことを顧客は予め承諾するも

のとします。 

④ 甲は乙が設置場所で保守サービス作業を行う場合、乙が必要とする、電力、作業場所、事務連絡のための通話・通信料等を

提供し、設置場所の環境を作業可能な条件に設定、維持するものとします。 
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⑤ 乙が保守サービスを実施するにあたり、機器およびその関連機器の一時稼働停止を甲に申し入れた場合には、甲はこれに応じ

るものとします。 

⑥ 顧客に対する保守サービスの場合、甲は顧客に対して同様の便宜を図らせるものとします。 

⑦ 顧客は、甲が保守サービスを実施する際に、故障した端末の復旧作業を行うため一時的に自己または委託先の保守サービスの

作業員が所有するノート PCなどの端末を、甲のシステムに接続する場合があることを了解するものとします。なお接続した当該

端末は、当該復旧作業のみに使用し、作業完了後は速やかに顧客のシステムから取り外すものとします。 

 

第 1２条（保守情報） 

1． 甲は、乙に対して保守情報を保守開始日の一箇月前までに提供するものとし、乙は保守情報に基づいて保守サービスを行うものとし

ます。 

2． 保守情報に変更が生じた場合は、変更を行った当事者が相手方に対して速やかに変更後の保守情報を提供するものとします。 

 

第 1３条（機器の移設） 

１．顧客は、機器を移設する場合には、移設予定日の１箇月前までに書面により設置場所ならびに変更された保守情報を甲に通知す

るものとします。ただし、設置場所は、日本国内に限られるものとします。 

２．甲は機器の移設の通知を怠った場合、乙が本契約に基づく保守サービスを行えない可能性があることを予め承諾するものとします。 

 

第 1４条（故障機器の解析） 

1.  甲は、障害の切り分けを行う場合に限り、乙に切り分けの支援のため機器のログ解析を依頼できるものとします。この場合、乙は甲の

依頼によりログ解析を行ないますが、対応時間は土曜日、日曜日、祝祭日(乙の創立記念日等乙所定の休日を含む)を除く、9 時

から 17時 30 分までとします。 

2．乙は機器を正常な状態に修復した時点で、保守サービスを完了したものとし、故障機器の解析は保守サービスの範囲に含まれないも

のとします。 

 

第１５条（乙の秘密保持） 

1．乙は、甲から秘密と指定された事項および保守サービス遂行上知り得た顧客の秘密を第三者に漏洩してはならないものとします。但し、

次の各号の一つに該当する場合はこの限りではないものとします。 

①甲から開示を受けた時、既に自ら所有していた情報または公知公用となっていた情報。 

②甲から開示を受けた後、当該情報によらず独自に開発した情報または自らの責によらず公知公用となった情報。 

③正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わず入手した情報。 

2．乙は、乙の従業員および第１８条に基づく委託先に、前項の義務を遵守させるための必要な措置を講ずるものとします。 

3．本条の規定は、本契約終了後３年間有効に存続するものとします。 

 

第 1６条（甲の秘密保持） 

1．甲は、乙から秘密と指定された事項および保守サービスに関するノウハウ、プログラム、その他の甲の秘密を第三者に漏洩してはならな

いものとします。但し、次の各号の一つに該当する場合はこの限りではないものとします。 

①乙から開示を受けた時、既に自ら所有していた情報または公知公用となっていた情報。 

②乙から開示を受けた後、当該情報によらず独自に開発した情報または自らの責によらず公知公用となった情報。 

③正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わず入手した情報。 

2．本条の規定は、本契約終了後３年間有効に存続するものとします。 

 

第 1７条（事故等の報告） 

乙が保守サービスの遂行に支障を生ずる恐れのある事故の発生を知ったときは、その事故の帰責の如何に拘らず、乙は直ちにその旨を

甲に報告し、速やかに応急処置を加えた後、遅滞無く報告を行うものとします. 

 

第１８条（第三者への委託） 

乙は、保守サービスの業務を第三者に委託することが出来るものとします。この場合、乙は甲に対し、当該委託の行為につき責任を負
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うものとします。 

 

第１９条（長期使用機器の取り扱い） 

メーカーによるソフトウェアのサポートが終了し、通常の適切な保守サービスを行っても、正常な運転の維持が不可能であると乙が判断 

した場合は、甲乙協議の上当該機器の以後の取り扱いを決定するものとします。 

 

第２０条（権利義務譲渡の禁止） 

甲および乙は、本契約の締結履行により生じた権利および義務を、相手方の書面による事前の承諾なくして第三者に譲渡し、または

担保の目的に供してはならないものとします。 

 

第２１条（内容の変更） 

乙は、本規約および「保守サービスの範囲」の全部または一部を変更することができるものとします。この場合、乙は書面で甲へ通知する

ものとします。 

 

第２２条（責任の制限） 

１． 乙の責めに帰すべき事由がないにも関わらず、本サービスを遂行できなかった場合、乙は乙の裁量により以下の各号のいずれかに定

める措置を行うものとします。 

① 本サービスの対象機器を修補すること 

② 本サービスの対象機器の代替品を供給すること 

③ 上記①または②を行使できない場合、サポート契約に基づき当該損害の原因となった対象機器に関する未実施の保守サー

ビスの料金に相当する金額を返却すること 

 

2．甲は、以下の事項を了承するものとします。 

① 本規約の対象機器に関わる一切の知的財産権について、そのメーカー又はその使用許諾者に帰属すること。 

② 乙は本規約の対象機器について、そのメーカーの製品保証条件及び EULA 等で保証する範囲を超えて甲に保証せず、いかな

る責任も負わないこと。 

 

第２３条（損害賠償） 

保守サービスにより甲に損害が生じ、当該損害の原因が乙の責めに帰する場合には、甲は乙に対し、その通常かつ直接の損害の賠償

を請求できるものとします。ただし、損害賠償の金額は保守サービス料金の３カ月分を上限とします。 

なお、対象製品固有のバグその他対象製品自体の瑕疵、仕様不備、設計上の問題その他メーカーの責めに帰すべき事由に起因して

生じた損害については、本条に基づく乙の損害賠償責任の対象外とします。 

 

第２４条（保守の解除） 

甲または甲の注文先または乙が、次の各号いずれかひとつに該当した場合、相手方は通知催告その他手続きを要さず、本規約の一

部または全部を解約し、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとします。 

① 本規約のいずれかの条項に違反し、または本契約に定める債務を履行せず、相手方が相当の期間を定めて催告したにかかわ

らず、なお違反の是正、または債務の履行をしないとき。 

② 支払い不能になったとき、または差押、仮差押、仮処分が実施されたとき。 

③ 租税公課を滞納して督促を受けたとき。 

④ 約束手形、小切手が不渡りとなったとき。 

⑤ 破産、民事再生、会社更生手続開始の申立てがあったとき、もしくは清算に入ったとき。 

⑥ 解散またはその事業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡することを決定したとき。 

 

第２５条（不可抗力等） 

地震、台風、津波その他天災地変、戦争、暴動、内乱、法令、規則の改正、政府行為その他の不可抗力の事由または乙の責に帰

することができない事由により、乙が本規約の全部または一部を履行できない場合については、乙はその責を負わないものとします。 
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第２６条（反社会的勢力の排除） 

１．甲または顧客は、自らおよび自らの株主・役員その他自らを実質的に支配する者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、不法収

益・犯罪収益等関連犯罪行為者、総会屋その他反社会的勢力ではないこと、また過去なかったことを表明し保証する。 

２．甲または顧客が前項の表明・保証に違反した場合、相手方は、何らの催告を要せず直ちに本契約を解除することができるほか、これ

により被った損害の賠償を請求することができる。 

３．本条第1項の表明・保証に違反した甲または顧客は、前項にかかわる解除によって自らに損害または負担が生じても、相手方に対し

てその賠償を求めることはできない。 

 

第２７条（合意管轄） 

本契約に関して生じた紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の管轄裁判所とします。 

 

第２８条（協議） 

本規約に定めのない事項、または本約款のいずれかの条項に疑義が生じた場合には、信義誠実の原則に基づき甲及び乙は協議を行

い、円満に解決するものとします。 


